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第２期 柏原市浄化槽整備推進事業の実施に関する答申について 

 

柏原市浄化槽整備推進事業審議会（以下「本審議会」という。）は、柏原市下水道事業が

実施する第２期柏原市浄化槽整備推進事業（以下「本事業」という。）について、以下のと

おり答申いたします。 

令和４年６月２８日、第１期柏原市浄化槽整備推進事業（以下「第 1 期事業」という。）

の実施状況や事業効果を確認したうえで、本事業の整備区域の設定、事業期間、目標設置基

数、整備方法、整備手法、実施方針、特定事業の選定などについて審議を行った結果、今後

の柏原市下水道事業にとって有用な事業となることを認めるものです。 

なお、本事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下

「ＰＦＩ法」という。）に基づき実施する事業（以下、「ＰＦＩ事業」という。）として実施

するに当たっては、本審議会の意見を参考に事業の透明性を確保するとともに、民間事業者

と協力して効率的で質の高い浄化槽整備推進事業を提供できるよう努められることを求め

ます。 
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１ 本審議会における審議経過 

 本審議会は、柏原市下水道事業から第１期事業の取り組み状況の報告、本事業の概要、整

備手法や実施方針（案）等の説明を受け、本事業の進め方について審議を行いました。 

 

２ 第１期事業の取り組み状況についての意見 

 第１期事業では、期間中盤以降に浄化槽の設置基数を伸ばすことが難しくなって来てい

るが、費用対効果、利用者満足度、大和川の水質改善に一定の効果があるということを踏ま

え、引き続き浄化槽整備推進事業を進めていただきたいと考えます。 

 

３ 本事業全体についての意見 

 第１期事業の総括を受けて、引き続き本事業に取り組んでいただく内容として、柏原市下

水道事業からの方針等に対し修正はなく、提案の通りに進めていただきたいと考えます。た

だし、より多くの事業者が参加でき、また、より多くの浄化槽が設置されるよう住民に対し

積極的な広報活動を行い、浄化槽設置の意義等の理解が得られるよう努力していただくこ

とを要望します。 

 

４ 諮問内容についての意見 

（１）本事業の整備区域について 

第１期事業と同様に「公共下水道全体計画区域以外の区域」を「浄化槽整備区域」とする

ことが事業の意義から妥当であると判断します。 

 

（２）本事業の事業期間について 

浄化槽整備推進事業と公共下水道事業は密接に関係しており、公共下水道全体計画区域

を見直すこととなった場合、浄化槽整備推進事業の整備区域と整合性を図る必要があるた

め、公共下水道事業の第９次五箇年計画の終了時期と本事業の終了時期を合わせ、事業期間

を「令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの８年間」とすることは妥当であると

判断します。 
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（３）本事業の目標設置基数について 

住民基本台帳等の情報を基に「浄化槽整備区域」の内、世帯がある住宅を抽出し、整備済

及び既存の浄化槽を差し引いた「１５０基の目標設置基数」はおおむね妥当としますが、住

民に広く周知することを要望します。 

 

（４）本事業の整備方法について 

個人負担が少ない「市町村設置型」で設置することは妥当とします。なお、浄化槽の機能

については、第 1 期事業で設置している「高度処理型の高度窒素除去型」を採用するよう

努めてもらいたいと考えます。 

 

（５）本事業の整備手法について 

整備手法を第 1 期事業と同じく、設計、建設、維持管理、運営等を長期契約で一括発注

する PFI 法に基づき実施される公共事業の手法（ＰＦＩ方式）とすることは、事業者とリス

クを分担し、市財政負担額の軽減を見込める等、多くのメリットがあるため、妥当であると

判断します。 

 

（６）本事業の実施方針について 

（１）から（５）までの内容を踏まえ、浄化槽の設置、維持管理及び軽微な補修について

実施し、市の財政負担の軽減を図りながら、効率的に実施していただくことを要望します。 

また、本事業への参画を希望する民間事業者を広く公募し、技術提案及び価格提案等の内

容を総合的に審査し、その評価の高い事業者の順に交渉権を付与する公募型プロポーザル

方式で行うことが妥当であると判断します。 

そして、住民に対し、積極的に広報活動を行い、設置が促進されるように努めてもらいた

いと考えます。 

 

（７）本事業の特定事業の選定及び VFM の算定について 

本事業は PFI 事業として実施することにより、市が自ら実施する場合と比較して約７０

百万円の市財政負担額の軽減が見込まれるとともに、事業の効率化、住民サービスの向上、

公共用水域の水質改善等、多くの効果が期待できることから、本事業を PFI 法第７条の規

定に基づく特定事業として実施されることは妥当であると判断します。 
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１ 第２期 柏原市浄化槽整備推進事業審議会 審議会名簿 

（敬称略、順不同） 

髙山 新 （会長） 大阪教育大学 教授 

広谷 博史 （副会長） 大阪教育大学 理事・副学長 

井川 一裕  俵法律事務所 弁護士 

山口 伸和  柏原市 財務部長 

桐藤 英樹  柏原市 市民部長 

森本 貞男  柏原市 都市デザイン部長 

 

 

２ 審議日程 

 

回 数 開催日（予定日） 内    容 

第１回 令和４年６月２８日 

第１期事業の取り組み状況の報告、 

本事業の整備区域、事業期間、 

目標設置基数、整備方法、整備手法、実施方針

及び特的事業の選定の審議 

第２回 令和５年３月中旬（予定） プロポーザル選定委員会の内容の報告 

第３回 令和５年６月下旬（予定） 第１期事業の報告 

 


